
被災された方へ　無料法律相談のご案内
町では、台風第19号で被害を受けた方を対象に無料法律相談を実施しま
す（予定）。相談を希望する方は、ご連絡をお願いします。
■対応者　栃木県弁護士会　　■締切り　１２月２５日(水)午後５時
※相談実施日は後日ご連絡します。申込みがない場合は実施しません。
■申込み・問合せ　総務課防災交通係　☎７２－６９０１

り
災
証
明
書
の
発
行

町
税
等
の
減
免

被
災
者
へ
の
見
舞
金
の
支
給

12
日
に
日
本
に
上
陸
し
た
台
風
19
号

は
、
関
東
地
方
や
甲
信
地
方
、
東
北
地

方
な
ど
で
記
録
的
な
大
雨
と
な
り
、
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

町
に
お
い
て
は
、
人
的
被
害
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
主
な
も
の
と
し
て

住
家
床
上
7
棟
・
床
下
17
棟
の
浸
水
被

害
、
農
地
・
農
業
用
施
設
約
７
０
０
カ

所
、
町
道
約
80
カ
所
、
河
川
36
カ
所
、

町
営
水
道
被
害
に
よ
る
断
水
73
戸
等
の

被
害
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
10
月

29
日
現
在
）

こ
の
た
び
の
災
害
に
あ
た
り
、
町
の

災
害
復
旧
等
支
援
制
度
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

り
災
証
明
書
は
、
災
害
で
被
害
を
受

け
た
こ
と
を
公
的
に
証
明
す
る
も
の
で

す
。
災
害
で
家
屋
が
被
害
を
受
け
た
場

合
、
被
害
に
あ
っ
た
家
屋
の
現
地
調
査

を
行
い
、
被
害
程
度
の
判
断
を
し
た
上

で
、
り
災
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

▼
主
な
用
途　

台
風
被
害
の
家
屋
修
繕

に
伴
う
各
種
保
険
申
請
等
に
利
用
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

①
窓
口
や
電
話
で
税
務
課
に
調
査
依
頼

を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
職
員
が
被
害
認
定
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
申
請
者
ま
た
は
家
族
等
の
立
会

い
を
お
願
い
し
ま
す
。

③
申
請
書
の
提
出
後
、
り
災
証
明
書
を

発
行
し
ま
す
。

▼
被
害
認
定
調
査
の
申
請
受
付

・
期　

間　

12
月
25
日
㈬
ま
で

・
時　

間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分

・
場　

所　

税
務
課
（
本
庁
１
階
）

▼
注
意
点　

り
災
証
明
書
を
申
請
す
る

前
に
修
繕
す
る
方
は
、
被
害
状
況
が

わ
か
る
写
真
の
撮
影
を
お
願
い
し
ま

す
。
被
害
状
況
が
確
認
で
き
な
い
場

合
は
、
り
災
証
明
書
を
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係

☎
72 

６
９
０
５

家
屋
や
土
地
に
被
害
を
受
け
た
方
で
、

そ
の
被
害
が
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る

方
は
、
申
請
に
よ
り
、
町
税
等
（
町
民

税
、
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
）
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
町
民
税
係

☎
72 

６
９
０
３

災
害
で
被
災
さ
れ
た
次
の
対
象
者
に
、

町
と
那
須
町
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
見

舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

居
住
す
る
住
宅
の
被
害
の

程
度
が
、
左
表
に
該
当
す
る
方

▼
見
舞
金
額

▼
支
給
方
法　

口
座
振
込

※
対
象
者
に
は
、
通
知
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎
72 

６
９
１
７

住
家
の
全
半
壊
、
床
上
浸
水
等
に
該

当
す
る
方
は
、
医
療
機
関
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
等
の
窓
口
で
申
告
す
る
こ

と
で
、
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護

保
険
の
利
用
料
の
支
払
い
が
不
要
と
な

り
ま
す
。
（
令
和
２
年
１
月
末
ま
で
）

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

☎
72 

６
９
０
９

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
72 

６
９
１
０

自
然
災
害
に
よ
り
被
害
が
生
じ
た
住

宅
の
所
有
者
等
で
、
町
が
発
行
す
る

「
り
災
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
て
い
る

方
を
対
象
と
し
た
住
宅
復
旧
の
た
め
の

建
設
資
金
、
購
入
資
金
、
補
修
資
金
に

対
す
る
融
資
制
度
で
す
。

▼
申
込
期
間　

被
災
日
か
ら
２
年
間

▼
融
資
限
度
額　

１
，
６
８
９
万
円

（
建
設
）

▼
融
資
金
利　

年
０.
24
％（
令
和
元
年

10
月
１
日
現
在
）

▼
問
合
せ　

住
宅
金
融
支
援
機
構

☎
０
１
２
０
‐
０
８
６
‐
３
５
３

台風19号被害に伴う
支援制度のお知らせ
台風19号被害に伴う
支援制度のお知らせ
台風19号被害に伴う
支援制度のお知らせ

医
療
機
関
等
で
の

窓
口
負
担
免
除

災
害
復
興
住
宅
融
資

町社協町被害の程度被災物件

10万円

5万円

3万円

1万円

3万円

1万円

2万円

1万円

1万円

5千円

1万円

5千円

全壊、全焼、大規模半壊、流失

半壊、半焼

床上浸水

一部破損（損害割合5％以上）

全壊、全焼、大規模半壊、流失

半壊、半焼

自己の所有かつ使用する
納屋・倉庫等（延べ床面
積100㎡以上のもの）

自己の居住する家屋
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